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教育後援「桐光会」会則 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 本会は、教育後援「桐光会」（以下「本会」という。）と称する。 

２ 組織は別表の通りとする。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、目白大学・目白大学短期大学部（以下「本学」という。）の教育・研究活動 

の充実と発展を後援し、かつ本学学生の生活及び福祉増進を支援し、あわせて会員相互の親

睦と交流を深めることを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）本学の教育及び研究活動への後援に関する事業 

（２）本学学生の奨学、生活、進路及び福利厚生等への支援に関する事業 

（３）本学の備品等の拡充援助に関する事業 

（４）本学各種保護者会活動等の支援に関する事業 

（５）本学同窓会並びに校友会との交流に関する事業 

（６）本会と本学の連携のための会報等発行、その他広報に関する事業 

（７）会員相互の親睦と交流活動 

（８）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 会 員 

 

（会 員） 

第４条 本会は、次の各号に掲げる会員で構成する。 

（１）正 会 員 本学在学生の保護者 

（２）特別会員 本学卒業生の保護者及び本学専任教職員のうち、本会の趣旨に賛同し、入

会を認められた者 

（３）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、入会を認められた者 
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第３章 役員及び委員等 

 

（役 員） 

第５条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。 

 （１）名 誉 会 長    

 （２）名誉副会長    

 （３）会   長    

 （４）副 会 長    

（５）監 査 役    

２ 前項に定める役員のうち、会長、副会長及び監査役の任期は毎年６月１日から翌年の５月

３１日までの１年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で交代した場合の後任者の任期

は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

（委員等） 

第６条 本会に次の各号に掲げる委員等を置く。 

（１）運 営 委 員    

 （２）常 任 委 員    

 （３）幹   事    

２ 前項第１号及び第２号に定める委員のうち、本学教職員以外の委員の任期は毎年６月１日

から翌年の５月３１日までの 1 年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で交代した場合

の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 本学教職員が第１項第１号及び第２号に定める委員に就任する場合、その任期は当該職員

の職務の在任期間とする。 

４ 委員等は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなけ

ればならない。 

 

（名誉会長） 

第７条 名誉会長は、目白大学学長をもって充てる。 

２ 名誉会長は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 

 

 

（名誉副会長） 
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第８条 名誉副会長は、目白大学短期大学部学長及び目白大学副学長をもって充てる。 

２ 名誉副会長は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 

 

（会 長） 

第９条 会長は、第１２条に定める運営委員の中から１名を互選する。 

２ 会長は、本会を代表して会務を統括し、総会、役員会及び常任委員会を招集する。 

 

（副会長） 

第１０条 副会長は、第１２条に定める運営委員の中から互選する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

（監査役） 

第１１条 監査役は、第１２条に定める運営委員の中から２名を互選する。 

２ 監査役は、本会の会計及び事業運営を監査する。 

 

（運営委員） 

第１２条  運営委員は、正会員及び特別会員の中から、本学学部の各学科においてはそれぞ

れ１名から４名を、本学短期大学部の各学科においてはそれぞれ１名から２名を互選、若し

くは、当該学科長の推薦に基づき名誉会長が委嘱する。 

２ 運営委員は、それぞれの学科の会員を代表して、総会で意見を述べることができる。 

３ 運営委員は、常任委員に就任しない場合には、会長の命により交流、奨学、広報及び総務・

会計等の会務を担当し、会務別委員会の委員として主担当の常任委員を補佐する。 

４ 本学の学務部長（学生担当）及び事務局長並びに事務局次長は運営委員に就任し、総会で

意見を述べることができる。ただし、会務は担当しない。 

 

（常任委員） 

第１３条 常任委員は、前条第１項に定める運営委員の中から会長が任命する。 

２ 常任委員は、本会の事業の執行にあたる。 

３ 常任委員は、会長の命により交流、奨学、広報及び総務・会計会務の主担当となる。 

 

（幹 事） 

第１４条 幹事は、本学事務局の部長職にある職員をもって充てる。 

２ 幹事は、交流、広報、奨学及び総務・会計会務の主担当常任委員を補佐し、本会事業の円

滑な執行及び運営管理に協力する。 
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  第４章 運営組織 

 

（総 会） 

第１５条 総会は、第５条に定める役員及び第６条に定める委員等をもって構成する。 

２ 総会の議長は、会長又は会長が指名する桐光会役員とする。 

３ 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

（１）予算および決算に関する事項 

（２）事業計画および事業報告に関する事項 

（３）会則の改廃に関する事項 

（４）その他本会の事業運営に関する重要事項 

４ 総会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって

決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 総会構成員は委任状により議決権を行使することができる。この場合において、当該構成

員は出席者とみなす。 

 

（役員会） 

第１６条 役員会は、第５条に定める役員をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、会長とする。 

３ 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）本会の事業運営の基本方針に関する事項 

（２）その他本会の運営管理に関する基本的重要事項 

４ 役員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもっ

て決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会長が必要と認める場合には、役員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（常任委員会） 

第１７条 常任委員会（以下「委員会」という。）は、会長、副会長、第１３条に定める常任委

員及び第１４条に定める幹事をもって構成する。 

２ 委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。 

３ 委員会に副委員長を置き、副会長をもって充てる。 

４ 委員長は委員会を招集する。その議長は委員長又は委員長が指名する常任委員とする。 

５ 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）第３条に定める本会事業に係る重要事項 



 

 Ｔ１０２（５）                           

 （２）総会より諮問された事項 

 （３）その他本会の運営管理に関する重要事項 

６ 委員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもっ

て決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 委員会構成員は委任状により議決権を行使することができる。この場合において、当該構

成員は出席者とみなす。 

８ 名誉会長、名誉副会長、監査役、本学の学務部長（学生担当）及び事務局長並びに事務局

次長は、随時常任委員会に出席するものとする。 

９ 委員長が必要と認める場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

１０ 委員会の下部組織として、会務別に交流委員会、奨学委員会、広報委員会及び総務・会 

計委員会を設置し、各主担当常任委員がそれぞれ委員長となる。 

 

第５章 会 計 

 

（会 計） 

第１８条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 毎年度の収支決算は監査役の監査を経なければならない。 

 

（会 費） 

第１９条 本会の事業運営に係る財源は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

２ 正会員は、春学期及び秋学期に夫々５，０００円を学納金納入時に一括納入する。 

３ 正会員の子女が除籍を含む退学となった場合には、原則として会費の返金はしない。 

４ 同一の正会員に対しては、在学子女の人数にかかわらず会費は毎学期５，０００円とする。 

５ 特別会員及び賛助会員の会費は、年間一口２，０００円以上とする。納入方法については

別途定める。 

 

（帳簿類） 

第２０条 本会は、次の各号に掲げる帳簿類を備えるものとする。 

（１）会員名簿  

 （２）役員名簿 

（３）記録簿  

（４）会計簿 

２ 前項に定める帳簿類の閲覧を請求できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 （１）本会会員及び役員 
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 （２）本会にとって利害関係人に該当すると認められる者 

３ 第１項に定める帳簿類の閲覧を請求する者は、所定の閲覧請求書を事前に会長に提出し、

承認を得なければならない。 

 

第６章 その他 

 

（守秘義務及び個人情報保護） 

第２１条 本会の会員、役員及び利害関係人（以下「関係者」という。）と認められる者は第３

条、第１１条、第１２条、第１３条及び第１４条に定める事業の執行、会計の監査等及び前

条に規定する帳簿類の閲覧等を通じて知り得た機密事項を第三者に一切開示・漏洩してはな

らない。 

２ 関係者は個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び関係法令を遵守し、

本会が保有する個人情報を漏洩又は盗用してはならない。 

３ 前項の規定は、本会の会員、役員及び利害関係人と認められる者でなくなってもなお効力

を有するものとする。 

 

（庶 務） 

第２２条 本会の庶務は、総務・会計担当の常任委員及び運営委員が所掌する。ただし、本学

における連絡部署は新宿キャンパスにおいては学生部学生課、さいたま岩槻キャンパスにお

いては修学支援部学生課とし、取り纏めは学生部学生課が行う。 

２ 会員への案内、連絡、意見聴取には、ホームページ及び電子メールを使用することができ

る。 

 

（本 部） 

第２３条 本会の本部は、本学新宿キャンパス内に置く。 

 

（その他） 

第２４条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、常任委員会が

定める。 

 

（会則の改廃） 

第２５条 この会則の改廃は、常任委員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。 
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附 則 

１ この会則は、平成２２年５月１５日から施行する。 

２ 第９条第３項、第１０条第３項、第１１条第３項、第１２条第４項及び第１３条第４項の

規定にかかわらず、この会則の施行により最初に就任する会長、副会長、監査役、運営委員

及び常任委員の任期は平成２３年３月３１日までとする。 

３ この会則は、平成２３年６月１日から施行する。 

４ 平成２２年５月１５日に就任した初代の会長､副会長､監査役､運営委員及び常任委員の任

期は、平成２３年５月３１日まで延長する。 

  この会則は、平成２４年４月 1 日から施行する。 

  この会則は、平成２５年４月 1 日から施行する。 

  この会則は、平成２５年６月 1 日から施行する。 

  この会則は、平成２７年６月 1 日から施行する。 

  この会則は、平成３０年７月２1 日から施行し、平成３０年６月１日から適用する。    
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【第１条第２項関連別表】    

 

 

＊ 印は常任委員会構成員を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

総  会 

名誉会長 

名誉副会長 

１ 監査役 

２ 監査役 

交流委員会担当 

常任委員＊ 

奨学委員会担当 

常任委員＊ 

広報委員会担当 

常任委員＊ 

総務･会計委員会担当 

常任委員＊ 

 
運営委員 

 

 
運営委員 

 
運営委員 

 
運営委員 

 幹 事： 学生部長、教務部長、入試広報部長、就職支援部長、大学企画室長、 

修学支援部長及び庶務部長 

会 長＊ 

副会長＊ 

学科の保護者（会員） 

学 科 長 

運営委員：学務部長（学生担当）及び事務局長並びに事務局次長 

             常 任 委 員 会 


